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【資料５】 

平成 25 年度早池峰地域自動車利用適正化対策 

 
1 目的 

早池峰地域の自動車利用適正化対策は、過去に高山植物の見頃を迎える時期に登山者が集中し、

主要地方道紫波江繋線に多数の自家用車の路肩駐車が発生して路線バスが目的地にたどりつけない

状態となり、路肩駐車による高山植物の踏みつけや裸地の広がりのほか、排気ガスによる周辺植生

への影響も危惧されることから、交通混雑の解消及び道路周辺の環境を保全することを目的として

実施するものである｡ 
 
2 交通規制 
(1) 期 間 

平成 25 年 6 月第 2 日曜日の山開きの日（6 月 9 日）から 8 月の第 1 日曜日（8 月 4 日）まで

の土曜、日曜日及び休日（計 18 日間）に車両通行止めを行う。 
(2) 時 間 

大型車・特定中型車は、午前 5 時から午後 5 時まで 
上記以外は、     午前 5 時から午後 1 時まで 

(3) 区 間 
主要地方道紫波江繋線 花巻市大迫町内川目岳地内から宮古市江繋地内の約 16ｋｍ 

(4) 規制対象外車両 
乗合バス（路線バス、シャトルバス）・タクシー・ハイヤー・二輪車・許可車両 

 
3 対策の内容 
(1) 交通規制の周知 

① 交通規制周知のチラシ及びポスターを作成し事前配布する。 
② 市の広報やチラシ、新聞広告、県の広報媒体（テレビ、ラジオ等）、インターネットなどを

活用して広く交通規制に関するＰＲを行う｡ 
③ 規制予告板、通行止め看板、駐車場案内看板を設置する｡ 
④ 主要地点に交通規制周知看板を設置する。 

 
(2) 駐車場 

規制区間の起点などに無料駐車場を設置する｡ 
地区名 普通車 大型車 

大迫地区   
郷土文化保存伝習館前 
峰南荘前 

－ 12 台 

岳公園広場駐車場 25 台 － 
岳駐車場 94 台 － 

川井地区 江繋 30 台 10 台 

総計 149 台 22 台 
 
(3) 交通誘導 

規制区間の起終点（岳、江繋）に交通誘導員を配置する｡ 
① 花巻市大迫町  岳駐車場、峰南荘前 
② 宮古市江繋   江繋、荒川口 
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(4) シャトルバスの運行 

① 運行区間 
花巻市大迫町側   岳 （たけ）  ～ 荒川間 
宮古市江繋側     江繋（えつなぎ）～ 荒川間 

（注） 岳  ：岳地区の岳駐車場 
荒川 ：小田越から東 2.4ｋｍの荒川林道への分岐点 
江繋 ：宮古市側主要地方道冬期ゲートから西約 0.7ｋｍ 

② 運行時間 
6 月 9 日（日）から 8 月 4 日（日）まで土曜、日曜及び休日運行 計 18 日間 

ア 花巻市大迫町側 
岳始発   5：30  最終 15：30 
荒川始発  6：05   最終 16：15 

イ 宮古市側 
江繋始発  6：15  最終 15：15 
荒川始発   6：35  最終 15：35 

③ 停留所 
停留所は、概ね各駐車場ごと、また、登山口ごとに設置する｡ 

 
(5) 問い合わせ先 

岩手県環境生活部自然保護課       ℡ 019-629-5372  
〃 県南広域振興局保健福祉環境部   ℡ 0197-22-2831 内線 280 

http://www.pref.iwate.jp/ 
花巻市生活福祉部生活環境課       ℡ 0198-24-2111 
〃 大迫総合支所市民サービス課    ℡ 0198-48-2111 

http://www.city.hanamaki.iwate.jp/ 
遠野市環境整備部環境課         ℡ 0198-62-2111 

http://www.city.tono.iwate.jp/ 
宮古市川井総合事務所産業振興課     ℡ 0193-76-211 

http://www.city.miyako.iwate.jp/ 
岩手県交通株式会社           ℡ 019-654-2141 

http://www.iwatekenkotsu.co.jp/ 


